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平成 28 年 12 月 22 日  

企業会計基準委員会 
 

 

 

実務対応報告公開草案第 49 号（実務対応報告第 18 号の改正案） 

「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理

に関する当面の取扱い（案）」等の公表 
 

コメントの募集 

当委員会では、基準諮問会議の提言を受けて、実務対応報告第 18 号「連結財務諸表作成

における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（以下「実務対応報告第 18 号」と

いう。）及び実務対応報告第 24 号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（以下、実務対応報告第 18 号と合わせて「本実務対応報告」という。）の見直しを検討し

てまいりました。 

今般、平成 28 年 12 月 20 日開催の第 351 回企業会計基準委員会において、以下の実務対

応報告の公開草案（以下合わせて「本公開草案」という。）の公表が承認されましたので、

本日公表いたします。 

 

 実務対応報告公開草案第 49 号（実務対応報告第 18 号の改正案） 

「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い（案）」 

 実務対応報告公開草案第 50 号（実務対応報告第 24 号の改正案） 

「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い（案）」 

 

本公開草案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本公開草案に対す

るコメントがございましたら、平成 29 年 2 月 22 日（水）までに、原則として電子メールに

より下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては、直接回答しないこと、

コメントを当委員会のホームページ等で公開する予定があること、氏名又は名称が付され

ていないコメントは有効なものとして取り扱わないことを、あらかじめご了承ください。 

 

記 

 

   電 子 メ ー ル ：zaigai2016@asb.or.jp 

   ファクシミリ ：03-5510-2717 
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本公開草案の概要 

以下の概要は、コメントをお寄せ頂くにあたっての便宜に資するため、本公開草案の内容

を要約したものです。コメントをお寄せ頂く際には、より正確な検討のために本公開草案を

お読みくださいますようお願い申し上げます。 

 

 国内子会社又は国内関連会社（以下「国内子会社等」という。）が指定国際会計基準又

は修正国際基準を適用している場合の連結財務諸表作成における取扱い 

本公開草案では、指定国際会計基準（「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に

関する規則」第 93 条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。）に準拠した連

結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している国

内子会社等を本実務対応報告の対象範囲に含めることを提案している。また、当委員

会が公表した「修正国際基準（国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基

準によって構成される会計基準）」（以下「修正国際基準」という。）を国内子会社等

が適用する場合に関しても、同様に、本実務対応報告の対象範囲に含めることを提案

している。 

 

質問 1 

国内子会社等が指定国際会計基準又は修正国際基準を適用している場合の連結財務

諸表作成における取扱いに関する提案に同意しますか。同意しない場合は、その理由を

ご記載ください。 

 

 適用時期等 

本公開草案では、本実務対応報告の適用時期は、平成 29 年 4 月 1日以後開始する連

結会計年度の期首から適用することを提案している。ただし、本実務対応報告の公表日

以後、適用することができる。 

なお、適用初年度の前から国内子会社等が指定国際会計基準又は修正国際基準に準

拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示し

ている場合において、当該適用初年度に「連結決算手続における在外子会社等の会計処

理の統一」又は「持分法適用関連会社の会計処理の統一」の当面の取扱いを適用すると

きは、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うことを提案している。 

 

質問 2 

その他、本公開草案に関して、ご意見があればご記載ください。 
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（参考）修正項目に関する検討 

当委員会では、平成 18 年の実務対応報告第 18 号の公表から本公開草案の検討時点まで

の間に、新規に公表又は改正された国際財務報告基準（IFRS）及び米国会計基準を対象に、

修正項目として追加する項目の有無について検討を行っています。具体的には、国際財務報

告基準第 9号「金融商品」における、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性

金融商品への投資の公正価値の変動に関するノンリサイクリング処理、及び米国会計基準

会計基準更新書第 2016-01 号「金融商品-総論（サブトピック 825-10）：金融資産及び金融

負債に関する認識及び測定」における、株式の公正価値測定による差額を当期純利益に計上

する処理を中心に検討を行っています。現在、これらを修正項目とする場合の実務対応の可

否等を検討中であり、本公開草案の最終基準化後、速やかに対応を図る予定です。 

 

以 上 


